
    
議案等議案等議案等議案等の審議結果の審議結果の審議結果の審議結果    

    
条条条条                例例例例                等等等等    

三木市税条例の一部を改正する条例の制定 可決（全会一致） 

地方税法の改正に伴い、市民税について個人の市民税の非課税措置対象の見直しに

伴う規定の整備を行うとともに法人税割の税率を１２．１％から８．４％に引き下げる等の所

要の改正を行い、軽自動車税については自動車取得税の廃止による環境性能割の創設

に伴い環境性能割の課税標準、税率及び徴収の方法等を規定するとともに、現行の軽自

動車税を種別割に名称変更することに伴い規定を整理する。 

三木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 可決（全会一致） 

地方税法施行令の改正に伴い国民健康保険税の基礎課税分に係る課税限度額を５８

万円から６１万円に引き上げるとともに、国民健康保険税の軽減措置の対象世帯を拡大す

るため国民健康保険税の５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の額を

引き上げる。 

三木市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 可決（全会一致） 

介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和元年度から令和２年度までの介護保険料

について、 

所得段階の第１段階対象者については年額２８，０８０円から年額２３，４００円に、 

所得段階の第２段階対象者については年額４６，８００円から年額３９，０００円に、 

所得段階の第３段階対象者については年額４６，８００円から年額４５，２４０円に 

それぞれ軽減する。 

三木市火災予防条例の一部を改正する条例の制定 可決（全会一致） 

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」及び「住宅用防災機器の設置及び維持に

関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」の施行に伴う法改

正により「日本工業規格」の名称が「日本産業規格」に改められたため文言を改めるととも

に、民泊住戸部分が３００㎡未満の民泊施設において特定小規模施設用自動火災報知設

備を設置する場合は住宅用防災警報器等の設置が免除されたことから規定を追加する。 

財産の取得 可決（全会一致） 

水槽付消防ポンプ自動車の取得予定価格が条例に定める基準以上となったため、議会

の議決を求める。 

 



 

予予予予                                    算算算算        

専決処分 

（令和元年度三木市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）） 
承認（全会一致） 

 平成３０年度当初予算編成時に見込んでいた被保険者数が想定より大きく下回ったこと

から平成３０年度において国民健康保険税が減収となり歳入が不足する見込みとなったこ

とに伴い、地方自治法施行令第１６６条の２の規定に基づきその不足分を補てんするため、

本年度の特別交付金を財源とし２，４００万円を繰上充用。 

令和元年度三木市一般会計補正予算（第１号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ３，２１０万２千円を追加し、３２７億５，２１０万２千円とする。 

（内容） 

・ １０月から実施される国の幼児教育・保育の無償化に対応するため、現在使用してい

る「子ども子育て支援システム」について制度改正に合わせた改修を行うためのシステム

改修委託料を追加。〔770 万円〕 

・ 市内の防災重点ため池について記載した「ため池マップ」の作成に先立ち、豪雨等に

よりため池の堤体が破壊された場合の下流域に及ぼす影響を把握し今後起こり得る緊

急時の対応を迅速に行う資料とするため、貯水量や池の面積等の調査が未実施である

防災重点ため池１３０か所について調査を行うための委託料を追加。〔930 万円〕 

・ 平成３１年３月末をもって退職された消防団員の多年の苦労に対する功労金として支

給される退職報償金について、当初見込んでいたよりも退団される方が増えたため不足

分を増額。〔1,260 万 2 千円〕 

・ 岩宮町屋台の改修について、このたび一般財団法人自治総合センターのコミュニテ

ィ助成事業に採択されたことから、事業主体である岩宮町に対し交付するための伝統文

化再興事業補助金を追加。〔250 万円〕 

 

請請請請                                    願願願願    

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかる

ための、２０２０年度政府予算に係る意見書採択の要請についての

請願 

採択（全会一致） 

 

 


